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○Ⅴ－13 公共料金等のコンビニエンスストア等における支払い（旧Ⅴ－41） 
 

旧 新 

Ⅴ－41 公共料金等のコンビニエンスス

トア等における支払い 

 

Ｑ 公共料金等をコンビニエンスストア

や金融機関において支払った場合に、コ

ンビニエンスストアや金融機関が発行

する書面は、政治資金規正法上の領収書

等に該当するか。 

 

Ａ コンビニエンスストアで公共料金等

を支払った場合は、コンビニエンススト

アと請求書発行事業者が代理受領契約

を結んでいるため、コンビニエンススト

アは請求書発行事業者の代理人となり

ます。このため、コンビニエンスストア

が支払いを受領したことは、請求書発行

事業者が支払いを受領したこととなり、

コンビニエンスストアが発行する書面

で当該支出の目的、金額、年月日が記載

されたものは、政治資金規正法上の領収

書等に該当します。 

金融機関において公共料金等を支払

った場合は、当該金融機関が請求書発行

事業者と代理受領契約を結んでいる場

合は、上述のコンビニエンスストアの場

合と同様、当該金融機関が発行する書面

で当該支出の目的、金額、年月日が記載

されたものは、政治資金規正法上の領収

書等に該当します。 

また、当該金融機関が請求書発行事業

者と代理受領契約を結んでいない場合

であっても、当該金融機関が発行した振

込明細書で支出の目的、金額、年月日が

記載されたものは、当該振込明細書の写

しを提出することをもって収支報告書

と併せて提出しなければならない書面

を提出したこととなり、当該振込明細書

に係る支出目的書を作成する必要はあ

りません。 

Ⅴ－13 公共料金等のコンビニエンスス

トア等における支払い 

 

Ｑ 公共料金等をコンビニエンスストア

や金融機関において支払った場合に、コ

ンビニエンスストアや金融機関が発行

する書面は、政治資金規正法上の領収書

等に該当するか。 

 

Ａ コンビニエンスストアで公共料金等

を支払った場合は、コンビニエンススト

アと請求書発行事業者が代理受領契約

を結んでいるため、コンビニエンススト

アは請求書発行事業者の代理人となり

ます。このため、コンビニエンスストア

が支払いを受領したことは、請求書発行

事業者が支払いを受領したこととなり、

コンビニエンスストアが発行する書面

で当該支出の目的、金額、年月日が記載

されたものは、政治資金規正法上の領収

書等に該当します。 

金融機関において公共料金等を支払

った場合において、当該金融機関が請求

書発行事業者と代理受領契約を結んで

いる場合は、上述のコンビニエンススト

アの場合と同様、当該金融機関が発行す

る書面で当該支出の目的、金額、年月日

が記載されたものは、政治資金規正法上

の領収書等に該当します。 

また、当該金融機関が請求書発行事業

者と代理受領契約を結んでいない場合

であっても、当該金融機関が発行した振

込明細書で支出の目的、金額、年月日が

記載されたもの（会計責任者が当該振込

明細書の余白に支出の目的を追記した

場合を含む。）は、当該振込明細書の写

しを提出することをもって収支報告書

と併せて提出しなければならない書面

を提出したこととなり、別様で支出目的

書を作成し提出する必要はありません。 
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